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　（趣旨）
第１条　県の交付する栃木県臨床調査個人票等電子化補助金（以下「本補助金」という。）については、栃木県補助金等交付規則（昭和36年栃木県規則第33号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要領の定めるところによる。
２　本補助金は、「小児慢性特定疾病対策国庫補助金（小児慢性特定疾病対策等総合支援事業－小児慢性特定疾病医療事務費）」又は「感染症予防事業費等国庫負担（補助）金（特定疾患等対策費－難病特別対策推進事業－臨床調査個人票電子化等推進事業）」（以下「国補助金」という。）の県に対する交付決定を前提として交付するものとする。
　
　（交付の目的等）
第２条　本補助金の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容、その補助額及び交付の相手方は、次の表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
	補助金
の名称
	補助金の
交付目的
	交付の対象である事務
又は事業の内容
	交付率
又は金額
	交付の
相手方

	[bookmark: _Hlk132121879][bookmark: _Hlk132622669]小児慢性特定疾病医療意見書電子化等推進事業費補助金
	小児慢性特定疾病医療意見書のオンライン登録を行うために必要なシステム環境を整備し、データの登録業務に関する関係者の負担軽減を図ることを目的とする。
	「小児慢性特定疾病対策国庫補助金交付要綱」（平成29年５月30日厚生労働省発健0530第５号厚生労働事務次官通知の別紙）に基づき行う、小児慢性特定疾病医療費事務における小児慢性特定疾病医療意見書のオンライン登録の環境整備に要する費用

	２分の１（ただし、５万円を上限とする。）
	小児慢性特定疾病指定医が勤務する栃木県内（宇都宮市は除く。）の医療機関

	臨床調査個人票電子化等推進事業費補助金
	臨床調査個人票のオンライン登録を行うために必要なシステム環境を整備し、データの登録業務に関する関係者の負担軽減を図ることを目的とする。
	「難病特別対策推進事業実施要綱」（平成10年４月９日健医発第635号厚生省保健医療局長通知の別紙）に基づき行う、特定医療費支給事務における臨床調査個人票のオンライン登録の環境整備に要する費用

	２分の１（ただし、５万円を上限とする。）
	難病指定医又は協力難病指定医が勤務する栃木県内の医療機関

	臨床調査個人票電子化等推進加速化事業費補助金
	同上
	同上
	２分の１（ただし、補助上限額については別表のとおりとする。）


	栃木県難病医療ネットワーク推進事業実施要綱第３に掲げる医療機関


（交付の申請）
第３条　本補助金の交付を受けようとする者が、規則第４条の規定により、提出する書類は、次の表に定めるところによる。
	補助金
の名称
	提出すべき
申請書の名称
	様式
	部数
	申請書に添付
すべき書類の名称
	様式
	部数
	提出期限

	[bookmark: _Hlk221805896]小児慢性特定疾病医療意見書電子化等推進事業費補助金
	栃木県臨床調査個人票等電子化補助金交付申請書
	別記様式第１
	１
	１　事業計画書

２　収支予算書
	様式
第１号
様式
第２号
	１

１
	知事が別に定める日

	臨床調査個人票電子化等推進事業費補助金
	同上
	同上
	同上
	同上
	同上
	同上
	同上

	臨床調査個人票電子化等推進加速化事業費補助金
	同上
	同上
	同上
	同上
	同上
	同上
	同上



（補助金等の交付の決定）
第４条　知事は、本補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、本補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
２　国補助金の交付決定の変更又は取消しがあった場合は、これに準じて、本補助金の交付決定の全部又は一部を変更し、又は取り消すことがある。

　（補助条件）
第５条　規則第６条の規定による条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更又は補助事業の内容の変更（次条の軽微な変更を除く。）をする場合においては、知事の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助金と補助事業にかかる予算及び決算との関係を明らかにした帳簿を備え、補助事業にかかる収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ該当帳簿及び証拠書類を業務完了後５年間保管しておかなければならない。
(5) 過去に国補助金を活用したシステム環境整備を行っていないこと。
(6) 本要領に基づく複数の本補助金の交付を受けてはならないこと。

　（軽微な変更）
第６条　前条第１号における軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業種目を変更し、又は廃止すること。
(2) 事業主体を変更すること。
(3) 事業費又は事業量の20％以上の変更をすること。
　（変更の承認）
第７条　第５条第１号の規定に基づく知事の承認を受けようとする場合には、次の表に定める書類を知事に提出しなければならない。
	補助金
の名称
	提出すべき
報告書の名称
	様式
	部数
	申請書に添付
すべき書類の名称
	様式
	部数
	提出期限

	小児慢性特定疾病医療意見書電子化等推進事業費補助金
	栃木県臨床調査個人票等電子化補助金変更交付申請書
	別記様式第２
	１
	１　事業計画書

２　収支予算書
	様式
第１号
様式
第２号
	１

１
	知事が別に定める日

	臨床調査個人票電子化等推進事業費補助金
	同上
	同上
	同上
	同上
	同上
	同上
	同上

	臨床調査個人票電子化等推進加速化事業費補助金

	同上
	同上
	同上
	同上
	同上
	同上
	同上



　（実績報告）
第８条　規則第13条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。
	補助金
の名称
	提出すべき
報告書の名称
	様式
	部数
	報告書に添付
すべき書類の名称
	様式
	部数
	提出期限

	小児慢性特定疾病医療意見書電子化等推進事業費補助金
	栃木県臨床調査個人票等電子化補助金実績報告書
	別記様式第３
	１
	１　事業実績報告書

２　収支決算書
	様式
第３号

様式
第４号
	１

１
	知事が別に定める日

	臨床調査個人票電子化等推進事業費補助金
	同上
	同上
	同上
	同上
	同上
	同上
	同上

	臨床調査個人票電子化等推進加速化事業費補助金

	同上
	同上
	同上
	同上
	同上
	同上
	同上


（補助金の請求）
第９条　規則第18条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。
	補助金
の名称
	提出すべき
請求書の名称
	様式
	部数
	請求書に添付
すべき書類の名称
	部数
	提出期限

	小児慢性特定疾病医療意見書電子化等推進事業費補助金
	栃木県臨床調査個人票等電子化補助金請求書
	別記様式第４
	１
	１ 交付決定通知書の写し
	１
	知事が別に定める日

	臨床調査個人票電子化等推進事業費補助金
	同上
	同上
	同上
	同上
	同上
	同上

	臨床調査個人票電子化等推進加速化事業費補助金
	同上
	同上
	同上
	同上
	同上
	同上



（消費税及び地方消費税仕入控除税額の報告）
第10条　事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により本補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別記様式第５により速やかに知事に報告しなければならない。なお、知事は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を県に納付させることができる。

（補助金の概算払）
第11条　規則第19条の規定により知事が特に必要があると認めるときは、本補助金を概算払いにより交付することができるものとする。
２　第９条の規定は、概算払に係る本補助金の交付の請求について準用する。

　　附　則
１　この要領は、令和８年４月１日から施行する。
２　栃木県臨床調査個人票電子化等推進事業費補助金交付要領（令和４年４月１日施行）及び栃木県小児慢性特定疾病医療機関オンライン化支援事業補助金交付要領（令和５年４月１日施行）は、廃止する。
３　この要領は、令和11年３月31日に限り、その効力を失う。


別表（第２条関係）
	区分
	補助上限額

	大規模医療機関（特定医療費（指定難病）助成制度における前年度の臨床調査個人票作成件数年間1,000件以上）
	2,000,000円

	院内システムの改修を伴う医療機関
	500,000円

	院内システムの改修を伴わない医療機関
	75,000円




